
長野県中小企業融資制度のご案内

設備資⾦1億円
運転資⾦5,000万円貸付限度額

ご融資
条件

年２．０％⾦ 利

設備資⾦ 10年 （据置３年以内）
運転資⾦ 10年 （据置１年以内）貸 付 期 間

協調支援型特別保証制度を利⽤する者であって、以下の
いずれかに該当する者

ア 申込⾦融機関から本制度による保証付き融資の実⾏
と原則同時に本保証付き融資額の１割以上（融資期
間１２か⽉以上）のプロパー融資を受けること。

イ 申込⾦融機関の支援を受けつつ、自ら経営⾏動計画
の策定並びに計画の実⾏及び進捗の報告を⾏うこと。

貸付対象者

貸付対象者ア︓1.72％以内 貸付対象者イ︓1.88％以内信⽤保証料

・信⽤保証付き融資に限り借換可能。

・県、市町村のあっせんを要しないスピーディー資⾦
その他

本制度に関するお問い合わせ先：⻑野県産業労働部経営・創業⽀援課（TEL026-235-7200）
又は、最寄の地域振興局商工観光課

長 野 県 産 業 労 働 部
令和８年５月１５日現在


